
令和６年度第１回 

各務原市男女が輝く都市づくり審議会次第 

 

日時 令和６年７月４日（木）午前１０時００分 

場所 産業文化センター８階 第２特別会議室 

 

１ 開会のことば 

２ 委員委嘱 

３ 市長あいさつ 

４ 会長あいさつ 

５ 第５次かかみがはら男女共同参画プランについて（諮問） 

６ 議事 

（議題第１号） 

○令和５年度実績報告について 

   （議題第２号） 

○令和６年度事業計画（案）について 

（議題第３号） 

○第５次かかみがはら男女共同参画プラン  

骨子（案）について 

７ 閉会のことば 
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議題第 1 号  

令和５年度実績報告について 

 

第 4 次かかみがはら男女共同参画プラン実績報告 

かかみがはら男女共同参画プラン（以下「プラン」という。）は平成 15年 3月に策定し、平成 22

年に 2 次プラン、平成 27 年に 3 次プラン、令和 2 年に 4 次プランで見直しを図り、「男女が共に

輝く都市づくり」の実現のための取組みを推進してきました。 

    

     令和５年度実績報告の詳細は、「かかみがはら男女共同参画プラン進捗状況報告書（令和５

年度実績報告書）」のとおり。 
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議題第 2 号  

令和６年度事業計画（案）について 

 

【令和５年度事業計画事項】 

(1) 第 4 次かかみがはら男女共同参画プランの進行管理 

 

(2) 審議会開催：４回を予定 

（1 回目：7 月 4 日 2 回目：10 月 3 回目：11 月 4 回目：1 月） 

     

(3) 各務原市役所における男女共同参画の推進  

 

(4) 相談体制の推進 

・女性のための法律相談 

・離婚に伴う養育費と親子交流相談（3 回程度） 等 

 

    （5） 啓発活動 

〇「男女共同参画週間」（6 月 23 日から 6 月 29 日）に合わせた啓発 

・広報 6 月 15 日号で記事掲載 

・市ウェブサイトへ記事掲載 

・中央図書館「お父さんの本展」での啓発（6 月 22 日から 6 月 29 日） 

・相談一覧ダイジェスト版の設置  

・本庁舎及び産業文化センター庁内放送  

・市内一円の電光文字表示板での啓発  

・市 X（旧 Twitter）での啓発 

 

〇とも☆きら講座   予算額：80 千円  

日 程：１～2 月 

内 容：未定 

広 報：チラシの設置（市内外の各施設等） 

広報紙 

ウェブサイト 

LINE 

情報メール 

企業や大学等への周知  
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〇ワーク・ライフ・バランスセミナー（旧：女性応援セミナー）  予算額：471 千円  

          日 程： 10～11 月の土日 全５回のセミナーを開催予定 

                【セミナー内容（例）】 ※各回のテーマは現在検討中 

・ タイムマネジメント術 

・ アンガーマネジメント 

・ 適職診断 自分の強み、弱みを知る 

・ 好感度アップ術（コミュニケーション、ビジネスマナー） 

・ 子育てに関すること（子どもとのコミュニケーションなど）  等 

                 

個別カウンセリングを開催予定 

 

対 象： 仕事と私生活を両立させたいと考える市内在住・在勤の方  

内 容： 仕事や家庭生活に関わる講座を通して、ワーク・ライフ・バランスを充実させる

ためのヒントを見つけてもらう。 

          備 考： ハローワーク岐阜マザーズコーナーと連携 

 

    （6）岐阜県との連携 

       〇県「ワーク・ライフ・バランス推進企業」及び「エクセレント企業」について 

・令和７年３月新規学校卒業者求人取扱説明会にて県担当者による説明 

主 催： 市商工振興課、ハローワーク岐阜 

         ・エクセレント企業公募開始についてメールマガジン配信 

 

（7）国との連携 

        ハローワーク岐阜マザーズコーナー求人情報誌（仕事と家庭を両立しやすい求人）の配架 

        場 所： 市内の子ども館５か所、市役所本庁舎 

 

 

 

参考  令和 6 年度 男女が輝く都市づくり審議会スケジュール 

・第 1 回（7 月） 諮問、骨子案の検討 

・第 2 回（10 月） 素案の検討 

・第 3 回（11 月） 素案の確認 

～12 月 パブリックコメント実施～ 

・第 4 回（1 月） 最終案の確認→答申 
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議題第 3号   第 5次男女共同参画プラン 骨子（案）について 

 

Ⅰ プラン策定の趣旨・位置づけ・期間 

 プラン策定の趣旨 

令和６（2025）年３月に「第４次かかみがはら男女共同参画プラン」の計画期間が終了を迎え、

改めて本市における課題を見直すとともに、社会情勢の変化に対応した取り組みを着実に推進し、す

べての男女が互いの人権を尊重し、ともに社会のあらゆる分野で個性と能力が発揮できる男女共同参

画社会を実現するため、新たに「第５次かかみがはら男女共同参画プラン」を策定します。 

 

 計画の期間 

本計画の期間は、令和７（2025）年度～令和 11（2029）年度までの５年間とします。 
 

 プランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

国 

配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等のための施策

に関する基本的な方針 

第５次男女共同参画基本計画 
女性の職業生活における活躍の

推進に関する基本方針 

男女共同参画社会基本法 女性活躍推進法 法
律 

ＤＶ防止法 

  

岐
阜
県 

岐阜県男女共同参画計画（第５次） 

 

 

 

各
務
原
市 

各務原市総合計画 

分野別計画 

岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例 
 

岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等並び

に困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画

（第５次） 

 

整合 

連携 

第５次かかみがはら 

男女共同参画プラン 

・しあわせ実感かかみがはら総合戦略 

・かかみがはら元気プラン 21 

・子どもの未来応援プラン 

・高齢者総合プラン 

・その他計画   

各務原市ＤＶ防止基本計画 

 

各務原市女性活躍推進計画 

 

各務原市困難女性支援計画 

 

困難な問題を抱える女性への 

支援に関する法律 

困難な問題を抱える女性のニー

ズに応じて、包括的な支援を行

うことに関する基本方針 
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Ⅱ プラン策定の背景 

１．国の動向 

①第５次男女共同参画基本計画 

国は、平成 11（1999）年に「男女共同参画社会基本法」を制定し、この基本法に基づき平成

12（2000）年に「男女共同参画基本計画」を策定しました。その後、５年ごとに基本計画が見直

され、平成 27（2015）年に「第４次男女共同参画基本計画」を策定、令和２（2020）年には、

「第５次男女共同参画基本計画」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針 

国では、平成 27（2015）年に女性活躍推進法が制定され、女性の活躍推進に向けた数値目標を

盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が、事業主に

義務付けられました。同年、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針が策定され、令和

元（2019）年には、行動計画の策定義務の対象拡大や情報公表の強化などを内容とする法改正を行

いました。 

また、「女性活躍・男女共同参画の重点方針（女性版骨太の方針）」は、女性活躍・男女共同参画の

取組を加速するために、毎年政府決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力

ある持続可能な社会 

２ 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

３ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を

送ることができる社会 

４ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGs で掲げられている包摂的

かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する社会 

第５次男女共同参画基本計画の目指すべき社会 

１ 企業等における女性活躍の一層の推進 

２ 女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進 

３ 個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現 

４ 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化 

 

女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024（女性版骨太の方針 2024） 
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③配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針 

国では、平成 13（2001）年に配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援などの体制

を整備し、ＤＶ防止法が制定されました。国からは、法や制度の概要に触れつつ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に関する施策について、基本的な方針が示されています。令和元年６月の法

改正では、DV 被害者の保護が適切に行われるよう、連携・協力すべき関係機関として児童相談所が

追加され、令和５年５月の法改正では、身体的暴力に加え精神的暴力も保護命令の対象になり、電話

等を禁止する等の保護命令制度が拡充されました。 

 

 

２．岐阜県の動向 

①岐阜県男女共同参画計画（第５次） 

岐阜県では、男女共同参画社会の実現に向けて、平成 15（2003）年に「岐阜県男女が平等に人

として尊重される男女共同参画社会づくり条例」を制定し、この条例に基づき男女共同参画社会づく

りを進めていくための指針として、令和６（2024）年に「岐阜県男女共同参画計画（第５次）」が

策定されました。 

 

 

 

 

 

 

②岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等並びに困難な問題を抱える女性へ

の支援のための基本計画 

岐阜県では、「男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶」及び「困難を抱えた人が安心して暮ら

せる環境の整備」を図る取り組みとして、令和６（2024）年に「岐阜県配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等並びに困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画」が策定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 男女がともに活躍できる社会づくり 

２ 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり 

３ 未来の礎となる男女共同参画社会の基盤づくり 

岐阜県男女共同参画計画（第５次）の計画体系 

１ 暴力を許さない社会づくり 

２ 安心して相談できる体制づくり 

３ 安全・安心が保障される保護 

４ 実効性のある自立支援 

５ 関係機関と連携した支援体制づくり 

岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等並びに困難な問題を抱える女性への

支援のための基本計画の計画体系 
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Ⅲ 各務原市の現状と課題 

１．アンケート調査、統計データからみえる各務原市の現状と課題 

 

 

本市の一般行政における管理職、係長職以上の女性比率は 10～13％前後を横ばいで推移していたが、

令和５年度は減少している。 

一方で、本市の審議会等における女性委員の登用状況は、令和５年では 33．0％となっており、増加傾向

にあるものの、国や岐阜県と比べて低い水準で推移している。 

また、本市における管理的職業従事者の性別割合は、男性が多くを占めており、令和２年度では平成 27

年度よりも減少している。事業所アンケートにおいても、51.4％の事業所が女性を積極的に採用したいと考

えているが、その割合は前回調査よりも減少している。女性管理職を増やすためには、家庭での女性の負担

を軽減することや労働環境の整備、また女性自身の意識向上が必要である。 

上記のように、政治、行政、経済などあらゆる分野においてジェンダーギャップがみられるため、今後、よ

り一層の女性参画拡大に向けた環境整備が求められている。 

 

■各務原市の審議会委員における女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 

 

■各務原市の管理職、係長職以上に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各務原市（各年 4 月 1 日現在）  

課題１ 政策・方針決定過程における女性の参画が少ない 

31.2 
29.2 29.8 

30.0 29.5 30.1 
31.3 

30.1 30.4 

33.0 

33.5 
36.7 36.9 

40.1 
40.2 41.1 

43.0 
45.0 45.7 45.3 

35.4 36.7 37.1 37.4 37.6 

39.6 40.7 
42.3 43.0 

42.1 

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

（％）

各務原市 岐阜県 全国

11.7 
13.6 13.1 13.7 

10.6 

18.6 

27.2 26.4 27.2 

24.5 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

管理職の女性割合 係長職以上の女性割合

（％）
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■各務原市における管理的職業従事者の性別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国政調査 

 

■今後の女性の管理職登用の意向 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する事業所アンケート 

 

 

 

 

■女性従業員を管理職に登用しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する事業所アンケート 

 

令和元年度 n=112

令和5年度 n=109

56.2 

51.4 

42.9

44.0

0.9

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に登用していきたい 特に増やしていく考えはない 無回答

女性従業員が少数だから

女性自身が管理職になることを

希望しないから

女性がつける管理職ポストがないから

女性従業員は勤続年数が少ないから

上司・同僚・部下となる男性や顧客が

女性管理職を希望しないから

その他

無回答

43.8

29.2

16.7

10.4

0.0

25.0

2.1

0% 20% 40% 60%

n=48

7.7 

9.2 

12.8 

15.5 

14.1 

92.3 

90.8 

87.2 

84.5 

85.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

令和2年

（％）
女性 男性
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市民意識調査によると、地域活動の場における男女の地位の平等感について、「平等である」と感じてい

る割合が 20.7％であるのに対し、”男性の方が優遇されている”と回答した割合は 54.9％となっている。

地域活動の中でも固定的な性別役割分担意識を解消し、男女が積極的に参加できる環境整備に努める必要

がある。 

また、今年初めに起こった能登半島地震を受け、防災分野における女性参画の必要性が改めて見直され

ている。災害現場においては、避難所運営等の意思決定への女性の参画が十分に確保されなかったことか

ら、女性が避難生活を送る上でさまざまな課題や問題が浮き彫りになった。 

今回の市民意識調査でも、防災に関して、女性の参画が必要だと思うものについて、経年でみると「防災

に関する女性の参画は必要ない」と回答した人の割合は大幅に減少している。防災分野において男女共同参

画の視点を取り入れるため、避難所運営などの現場だけではなく、防災政策の方針を決定する場に参画の

促進に努める必要がある。 

 

■地域活動の場における男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

■防災に関して、女性の参画が必要だと思うもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

令和５年度 n=758

平成30年度 n=731

33.8

31.1

23.2

13.4

34.2

24.8

3.7

22.6

3.4

3.7

1.7

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

防災の政策・方針決定の場での女性の参画

避難所の運営など、防災の現場での女性の参画

防災の政策・方針決定の場及び避難所運営などの現場での女性の参画

防災に関する女性の参画は必要ない

その他

無回答

全体 n=758 11.9 43.0 20.7 4.4

0.4

16.5 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が非常に優遇されている
どちらかといえば男性の方が優遇されている
平等である
どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が非常に優遇されている
わからない
無回答

課題２ 地域社会における男女の不平等感と女性視点の不在 
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女性の社会進出や世帯収入の減少などにより、全国的に共働き世帯は増加する傾向にある。しかし一方で、

市民意識調査によると、家庭での役割分担は全ての項目で夫婦平等は５割未満となっており、家事・育児に

おいては妻に負担が偏っている現状がある。 

 また、事業所アンケートによると、育児休業制度を男性従業員が取得している事業所は 31.2％と、女性従

業員（60.5％）の約半数程度となっている。男性の育休取得が少ない理由として、「取得しにくい雰囲気があ

る」「上司・同僚の理解が得られない」「周りに仕事のしわ寄せがいくこと」などの理由が多く挙げられており、

男性の育児休業取得を増加させるためには職場の雰囲気改善やサポート体制の整備などが必要である。 

男女がともに活躍できる社会をつくるには、家庭内で女性に負担が偏らないよう家庭責任を分担し、ワー

ク・ライフ・バランスの観点からも、職場における長時間労働の是正や柔軟な働き方の推進や、子育て支援の

充実などの環境の整備を進めるとともに、男性が積極的に家庭に参画できるような環境づくりや意識啓発

に努める必要がある。 

 

■家庭での役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

■男女が共に「仕事と家庭の両立」をするために必要な条件の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

A 家事 n=533

B 育児 n=533

C 高齢者等の介護 n=533

D 地域活動 n=533

E 生活費の確保 n=533

1.5 

0.2 

0.6 

27.2 

56.5 

72.4

48.8

13.9

17.4

2.4

22.0

22.5

16.3

33.8

34.1

2.1

3.9

6.0

6.8

3.8

1.1

1.1

2.3

2.4

1.1

0.4

20.8

58.2

10.9

0.8

0.6

2.6

2.8

1.5

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夫 妻 夫婦平等 家族全員 その他 該当なし 無回答

年
間
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と

や
、

休
暇
の
取
り
や
す
い
職
場
環

境
づ
く
り

多
様
で
柔
軟
な
勤
務
形
態
の
導
入

（

フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
、

在
宅

勤
務
、

テ
レ
ワ
ー

ク
）

代
替
要
員
の
確
保
な
ど
、

育
児
や

介
護
休
業
制
度
を
利
用
で
き
る
職

場
環
境
づ
く
り

出
産
や
介
護
等
で
退
職
し
た
場
合

の
再
雇
用
制
度
の
導
入

パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー

な
ど
の
労
働
条

件
の
改
善

働
く
上
で
制
約
と
な
る
社
会
保
障

制
度
や
税
制
の
見
直
し
（

年
収

1
3
0
 
万
円
の
壁
な
ど
）

男
女
間
の
賃
金
格
差
を
な
く
す

育
児
・
介
護
休
業
中
の
賃
金
、

そ

の
他
の
経
済
的
給
付
の
充
実

保
育
や
介
護
の
施
設
・
サ
ー

ビ
ス

の
拡
充

企
業
経
営
者
の
意
識
改
革

無
回
答

50.3 

35.9 

27.0 

15.8 17.5 

35.0 

20.4 
17.7 

23.6 
19.7 

4.1 

53.8

37.1

26.5

14.7
10.3

37.4

18.5 17.1

21.2 22.9

2.9

47.3 

35.4 

27.7 

16.7 

23.3 

33.0 

22.1 
18.4 

25.7 

17.2 

4.9 

0%

20%

40%

60%
全体 n=758 男性 n=340 女性 n=412

課題３ 男性の家事や育児など家庭への参画が進んでいない 

0.8 
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■育児休業制度の利用状況 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する事業所アンケート 

 

 

■男性の育児休業取得者が少ない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調 

 

 

  

全体 n=109 26.6 33.9 4.6 34.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男女ともに取得した従業員がいる 女性で取得した従業員がいる

男性で取得した従業員がいる いない

上
司
・
同
僚
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
か

ら 家
族
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
か
ら

な
ん
と
な
く
男
性
が
育
児
休
業
を
取
得

し
に
く
い
雰
囲
気
が
あ
る
か
ら

制
度
に
つ
い
て
の
周
知
が
不
足
し
て
い

る
か
ら

制
度
が
使
い
に
く
い
か
ら

育
児
は
女
性
が
担
当
す
る
も
の
だ
と
い

う
考
え
が
根
強
い
か
ら

昇
給
や
昇
進
な
ど
、

今
後
の
キ
ャ

リ
ア

形
成
に
悪
影
響
が
あ
り
そ
う
だ
か
ら

周
り
に
仕
事
の
し
わ
寄
せ
が
い
く
こ
と

を
気
に
す
る
か
ら

仕
事
で
同
僚
に
遅
れ
を
と
る
こ
と
に
な

る
か
ら

収
入
を
減
ら
し
た
く
な
い
か
ら

周
囲
に
前
例
が
な
い
か
ら

配
偶
者
や
両
親
が
育
児
を
し
て
お
り
、

取
得
す
る
必
要
性
を
感
じ
な
い
か
ら

業
務
が
多
忙
で
あ
る
か
ら

そ
の
他

無
回
答

38.4 

0.8 

53.3 

10.4 

15.3 

21.4 
24.7 

32.7 

3.7 

24.3 

8.2 

4.9 

16.0 

2.4 

8.4 

37.6

1.2

53.5

10.3

16.2

13.2

28.2

38.5

3.8

25.6

5.9 2.9

18.5

2.4
6.2

39.3 

0.5 

53.4 

10.4 

14.6 

28.2 

22.1 

27.9 

3.6 

23.1 

10.2 
6.3 

14.1 

2.2

10.2

0%

20%

40%

60%
全体 n=758 男性 n=340 女性 n=412
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近年、「男女雇用機会均等法」「女性活躍推進法」など法律の施行や制度の整備が進められ、女性の働く環境を

改善する動きが活発になっている。しかしながら、雇用状況や昇進・賃金など、依然として性別を理由とする格差

がある。市民意識調査によると、職場における男女の待遇や仕事について、違いがあると回答した割合は約４割と

なっており、男女間の格差是正が求められる。 

また、女性が職業を持つことについては、「子どもができても、ずっと職業を持ち続ける方がよい」の割合が

50.4％と最も多くなっており、平成３０年の調査時より増加傾向にある。本市における女性の労働力率は経年で

みると上昇傾向にあり、M字カーブの谷も浅くなりつつあるが、国や岐阜県と比較すると、出産や育児を機に離職

する傾向がみられる。女性の職業活動や再就職をしやすくするために整備すべきものとして、「育児休業制度の普

及・充実」「賃金や仕事内容などの労働条件の改善」「労働時間を短くしたり、休日を増やす」など、家事・育児と両

立するための制度面や、労働条件の整備が求められている。 

働く場における男女平等を図るため、企業におけるポジティブ・アクションや労働環境を整備するとともに、働

く意欲のある女性への再就職支援やキャリアアップに向けた支援が必要である。 

 

 

■職場における男女の待遇や仕事の違いの有無 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

■女性が職業を持つことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

  

今回調査（R5） n=758

前回調査（H30） n=731

1.1 

0…

2.2

3.3

6.6

7.9

50.4

48.2

30.9

29.1

7.4

7.3

1.5

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性は職業を持たない方がよい

結婚するまでは、職業を持つ方がよい

子どもができるまでは職業を持つ方がよい

子どもができても、ずっと職業を持ち続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を持つ方がよい

その他

無回答

課題４ 働く場において男女格差がある 

全体 n=487 38.6 59.8 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答
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■性別年齢階級別労働力率の推移（女性）       ■性別年齢階級別労働力率（女性）の比較（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国政調査（各務原市）                       資料：国政調査 

 

 

 

■女性の職業活動や再就職をしやすくするために整備すべきもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

  

育
児
休
業
制
度
を
普
及
充
実
さ
せ
る

介
護
休
業
制
度
を
普
及
充
実
さ
せ
る

労
働
時
間
を
短
く
し
た
り
、

休
日
を

増
や
す

フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
（

時
差
出
勤
）

を
実
施
す
る

在
宅
勤
務
を
普
及
さ
せ
る

賃
金
や
仕
事
内
容
な
ど
の
労
働
条
件

を
改
善
す
る

パ
ー

ト
な
ど
の
雇
用
の
安
定
を
図
る

保
育
施
設
を
増
や
し
、

保
育
時
間
を

延
長
す
る

高
齢
者
の
介
護
施
設
を
増
や
し
、

介

護
サ
ー

ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る

配
偶
者
が
海
外
等
遠
方
へ
転
勤
す
る

場
合
に
長
期
休
業
が
取
れ
る
制
度
を

作
る

そ
の
他

43.5 

17.3 

30.5 

26.7 

18.1 

40.7 

22.6 

28.3 

15.4 

1.9 
3.2 

49.7

15.0

29.4
27.4

18.8

37.6

18.5

33.2

14.1

2.9
2.6

38.6 

19.2 

31.3 

26.2 

17.5 

43.2 

26.0 24.3 

16.5 

1.0 
3.6 

0%

20%

40%

60%
全体 n=758 男性 n=340 女性 n=412

15.7 

65.7 

71.4 

62.0 
64.6 

70.3 74.2 73.3 

70.4 

57.8 

36.2 

22.3 

11.5 

5.8 
1.7 

0.0
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50.0

60.0

70.0

80.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～
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69歳
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74歳
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80～

84歳

85歳

以上

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
（％）
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62.0

64.6
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74.2 73.3 70.4
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22.3
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14.8
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74.9
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43.6

28.7

15.0
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54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳
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84歳
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以上

各務原市 岐阜県 全国

（％）
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男女共同参画社会を実現するにあたっては、男女が互いの身体的特性を理解し、相手への思いやりを持っ

て生きていくことが大切である。特に、女性は妊娠・出産期をはじめ、子育て期、思春期、更年期、高齢期とい

ったライフステージを通して、年齢とともに身体の状態が変化しやすいことなど、男女が異なる健康上の問

題に直面することに留意する必要がある。「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）」

の視点を踏まえ、ライフステージに対応した適切な健康の維持増進への取り組みが求められる。 

また、市民意識調査によると、災害時の避難所運営で必要だと思うことについては、「男女別トイレの設置

など、避難者ニーズへの配慮」「避難所の運営や方針決定において男女がともに参加すること」などが上位に

挙がっている。大規模災害の発生が危惧される中、防災や復旧、復興などの各段階において、女性や子ども

を含めた多様なニーズに対応できるよう、男女共同参画の視点に立った防災対策の充実が求められる。 

 

■リプロダクティブ・ヘルス/ライツの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

■災害時の避難所運営について必要だと思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

今回調査（R5） n=758

前回調査（H30） n=731

2.4 

3.4 

10.6

8.8

84.0

85.1

3.0

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている

内容は知らないが、聞いたことはある

知らない

無回答

避
難
所
の
運
営
、

運
営
方
針
の
決
定
な
ど

に
お
い
て
、

女
性
と
男
性
が
と
も
に
参
加

す
る
こ
と

男
女
別
ト
イ
レ
や
洗
濯
干
場
、

授
乳
室
の

設
置
な
ど
、

避
難
者
の
ニ
ー

ズ
に
配
慮
す

る
こ
と

生
理
用
品
や
育
児
・
介
護
用
品
な
ど
が
ス

ム
ー

ズ
に
配
布
さ
れ
る
よ
う
に
体
制
を
整

え
る
こ
と

女
性
は
炊
き
出
し
、

男
性
は
力
仕
事
と

い
っ

た
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
意
識
を

解
消
す
る
こ
と

女
性
及
び
男
性
が
抱
え
た
悩
み
や
避
難
所

生
活
上
の
問
題
を
受
け
付
け
る
窓
口
を
設

置
す
る
こ
と

性
暴
力
等
の
被
害
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め

の
取
り
組
み
及
び
被
害
者
へ
の
ケ
ア
体
制

を
充
実
さ
せ
る
こ
と

避
難
所
運
営
は
緊
急
時
な
の
で
、

男
女
共

同
参
画
の
視
点
で
の
配
慮
は
難
し
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

61.3 

68.9 

46.2 

15.2 

32.6 

15.3 
8.2 

2.1 
0.9 1.1 

66.5
63.8

38.2

18.5

30.3

15.0
9.7

3.5 1.2

57.5 

73.1 

52.7 

12.4 

35.0 

15.5 

7.0 
1.0 0.7 0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体 n=758 男性 n=340 女性 n=412

課題５ 健康支援と男女共同参画視点に立った防災対策の充実 
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近年、深刻な社会問題化している DV やセクハラなどは人権を侵害する重大な行為であり、個人としての

尊厳を傷つけるばかりでなく、男女共同参画の実現を妨げるものである。あらゆる機会を通じて、DV を許

さないという意識づくりを図っていく必要がある。 

全国的にみても、DV の相談件数は増加傾向にあるが、本市においても令和５年度の相談件数は令和４年

度から大きく増加している。市民意識調査によると、DV 被害経験者がまわりにいる割合は前回調査から減

少しているものの、自分が DV 被害を経験したことがある割合は増加している。また、「言葉を聞いたことが

ある」の割合が増加し、一般的な知識として知っている人が減少しており、DVに関する理解度が低下傾向に

ある。また、DV、セクハラ被害については、「相談した」割合は約３割となっており、依然として被害を受けて

も相談しない傾向がみられる。 

このような状況の中、被害が深刻になる前に、被害者が身近な場所で安心して相談でき、必要な情報が得

られる体制づくりとその周知に取り組むとともに、問題解決ができるよう関係機関・団体と連携を強化し、被

害者等の認知及び支援開始から生活再建に向け、総合的な支援を進めていく必要がある。 

 

■DV相談件数の推移【各務原市】              ■配偶者からの暴力事案等の相談等状況【全国】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各務原市（各年 4 月 1 日現在）                       資料：国政調査 

■DV・セクハラの被害経験や見聞きした経験 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

■DV・セクハラ被害を受けたときの相談の有無 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

今回調査（R5） n=758

前回調査（H30） n=731

今回調査（R5） n=758

前回調査（H30） n=731

①DVについて

②セクハラについて

7.1

5.6

7.8

5.9

9.0

11.4

7.5

8.2

59.4

65.5

63.6

69.1

12.9

9.6

10.3

8.3

8.2

6.0

5.9

6.0

3.4

1.9

4.9

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分が直接経験したことがある 自分のまわりに経験した人がいる
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近年、女性の抱える問題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など、複雑・多様化しており、コロ

ナ禍により課題が顕在化した。こうした現状を受けて、「女性の福祉」や「人権の尊重や擁護」「男女平等」の視

点を明確にした上で、新たな支援の枠組みを構築することを目的とした「困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律」が 2022 年５月に制定された。 

市民意識調査によると、困難を抱える女性への支援として、市が取り組むべきものについては、「一時保

護など、緊急時に対応できる仕組みづくり（アウトリーチ）」「専門的に支援できる女性相談員の配置」という

意見が多く挙げられた。 

本市としても、女性をめぐる現状・課題、女性支援法の趣旨等を踏まえ、困難を抱える女性の支援の充実

に向けて、実態の把握を進めるとともに、本人の立場に寄り添って相談に応じ、様々な機関と連携・協力して、

一人一人のニーズに応じて包括的な支援ができる体制を整えていく必要がある。 

 

■ひとり親世帯の推移                       ■ひとり親世帯の割合の推移比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国政調査                       資料：国政調査 

 

■生活保護世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国政調査（各年末時点） 

  

課題７ 困難な問題を抱える女性の増加 
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■女性が抱える困難な問題への公的支援として、各務原市で取り組むべきもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 
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近年、多様な性への関心が高まる一方、社会の理解が追い付いていないが故に、偏見や差別によって生き

づらさを感じたり、性の区分を前提とした社会生活上の制約を受けたりするなどの問題がある。 

市民意識調査によると、性の多様性に関する言葉の認知度は、「LGBT」「カミングアウト」について、「おお

よその内容まで知っている」「聞いたことはあるが、内容までは分からない」を合わせると８０％を超える認

知度となっているが、内容まで理解している人は６割台にとどまっているため、理解度を高めていく必要が

ある。 

さらに、性的少数者の人たちが生活しやすい社会を作るための取組については、「性の多様性を理解する

ための学校教育」が圧倒的に多く、幼いころから偏見を持たず、多様性を理解するための教育が重視されて

いる。また、性的少数者の人たちの尊厳を守り、気軽に相談できる相談窓口体制の充実も求められている。 

■性の多様性に関する言葉の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

■一般的に、性的少数者に対して、偏見や差別があると思うか 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

■性的少数者に対する差別や偏見をなくし、生活しやすい社会を作るために必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 
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無回答
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課題８ 性的少数者に対する偏見や差別による生活のしづらさ 
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市民意識調査によると、男女の地位の平等感について、特に「政治の場」「社会通年・習慣・しきたり等」「社

会全体の中で」で男性優遇感が強く、あらゆる分野において男女の不平等感を感じている人が多い。 

また、男女が平等で共にいきいきと暮らすための市の施策については、「男女平等観に基づいた社会教育

を進める」「学校で男女平等教育を一層進める」などが高くなっている。男女平等意識を育むためには、幼少

期からの継続的な意識啓発が非常に重要なため、学校教育や社会教育を充実させる必要がある。 

一方で、小学生・中学生調査の結果をみると、小学生、中学生は、「家庭生活」「社会全体」においては、市民

よりも男女平等、もしくは女性優遇と捉え、「学校生活」においては、市民よりも女性優遇と感じており、若い

世代と市民ではギャップがみられた。中学生は「テレビ」「インターネット」をメインの情報源としており、家庭

環境に加え、メディアの影響を大きく受けていることがうかがえる。幼少期からの男女平等教育を進めると

ともに、メディアに触れる機会が多い若い世代に対して、情報を無暗に受け入れず、取捨選択して活用でき

る能力（メディア・リテラシー）を向上させる取り組みが必要である。 

■各分野での男女の地位の平等感【市民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

■男女が平等で共に生き生きと暮らせるための市の施策として望むもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 
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■各分野での男女の地位の平等感【小・中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

■性的少数者について情報を見聞きしたもの【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 
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市民意識調査によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」「女性は結婚したら、自分自身のこ

とより、夫や子供など家族を中心に考えて生活する方がよい」「男の子・女の子を意識した子育てをすべきで

ある」などの考え方に賛成する意見が２割～３割程度あり、固定的な性的役割分担意識が根強く残っている

ことがうかがえる。 

男女共同参画社会の実現のためには、すべての人が男女共同参画に関する認識やその意義に対する理解

を深め、固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスを解消していく必要がある。 

 

■家庭生活等における考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

■男女共同参画社会が特にどんな社会であってほしいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（令和 5年）各務原市男女共同参画に関する市民意識調査 
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A　結婚は個人の自由であるから、結婚しても、

しなくてもよい
n=758

B　夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである n=758

C　女性は結婚したら、自分自身のことより、夫や

子どもなど家族を中心に考えて生活するほうがよい
n=758

D　結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要はない n=758

E　男の子・女の子を意識した子育てをすべきである n=758

F　結婚したら、離婚してはいけない n=758
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課題 10 固定的な性別役割分担意識が根強く残っている 
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２．第４次プランの達成状況（アンケート指標項目）  

項目名 
前回値 

(令和 1年) 

現状値 

（令和 5年） 

目標値 

（令和６年） 
評価 

「社会全体の中で、男女の地位は平等になっている」と思う市民の

割合  
10.3％ 9.6％ 20.0％ ↘ 

「男は仕事、女は家庭がよい」と思う市民の割合 11.8％ 5.8% 10.0％ 達成 

「学校教育の場で、男女の地位は平等になっている」と思う市民の

割合  
55.4％ 50.9％ ↑UP ↘ 

「社会通念・慣習・しきたり等で、男女の地位は平等になってい

る」と思う市民の割合 
11.0％ 10.4％ ↑UP ↘ 

「地域活動の中で、男女の地位は平等になっている」と思う市民の

割合 
26.5％ 20.7％ ↑UP ↘ 

「家庭生活の中で、男女の地位は平等になっている」と思う市民の

割合  
29.0％ 33.4％ ↑UP 達成 

「職場の中で、男女の地位は平等になっている」と思う市民の割合 17.2％ 21.0％ ↑UP 達成 

女性が少ない職種・職場へ女性を積極的に採用しようとする事業所

の割合 
55.3％ 53.3％ ↑UP ↘ 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの「内容を知っている」市民の

割合 
3.4％ 2.4％ ↑UP ↘ 

ＤＶについて「内容を知っている」市民の割合  82.5％ 75.5％ ↑UP ↘ 

セクハラについて「内容を知っている」市民の割合  83.2％ 78.9％ ↑UP ↘ 

ＤＶやセクハラなどを経験した人のうち相談した割合 31.8％ 31.5％ ↑UP ↘ 

ＤＶについての自身の経験やまわりに経験した人がいる割合 17.0％ 16.1％ ↓DOWN 達成 
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Ⅳ 新プランの基本的な考え方 

1. 基本理念 

第４次プランを踏襲し、「各務原市男女が輝く都市づくり条例」第３条に示された６つの基本理

念に基づいて男女共同参画を推進していきます。 

 

２.変更ポイント  

①「困難な問題を抱える女性支援基本計画」の包含 

国では、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（新法）が令和６年４月１日より施行され、

県では、令和６年３月に「岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等並びに困難な問題を抱え

る女性への支援のための基本計画」が策定されたことを受け、本市の新プランでは、従来の「各務原市

女性活躍推進計画」「各務原市 DV 対策基本計画」に加え、「各務原市困難な問題を抱える女性支援基本

計画」を包含するものとします。 

 

②多様性（性的マイノリティ等）を尊重しあうための項目を追加 

令和５年には LGBT理解増進法案（LGBT法案）が成立し、岐阜県でも、令和 5年 9月 1日からが

同性カップルや事実婚カップルの関係を認める「県パートナーシップ宣誓制度」が開始されたことを受

け、本市でも「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせるまちづくり」を進めていくため制度を

導入しています。LGBTQ 等の性によって、差別、偏見、その他不当な扱いを受けることなく、誰もが

自分らしく生きられる社会をつくるために、全ての人が自分事として人権意識を高めていくため、新プ

ランに多様性を認め合う社会づくりをめざした取組を追加します。 



第５次男女共同参画プラン体系案 

 

目標 課題 基本施策 施策の方向 

Ⅰ 
男女がともに活
躍できる社会づ
くり 

課題１  

政策・方針決定過程におけ

る女性の参画が少ない 

１ 政策・方針決定過程における男女共同

参画の拡大 

（１）市政運営における女性参画の推進 

（２）企業・団体などにおける女性参画の推進 

課題２  

地域社会における男女の不

平等感と女性視点の不在 

２ 地域社会における男女共同参画の促進 

（１）地域活動の推進 

（２）防災に関する意思決定や現場での女性参画の拡大 

課題３  

男性の家事や育児など家庭

への参画が進んでいない 

3 家庭における男女共同参画の促進 

（１）家事・子育て・介護などにおける男女共同参画の促進 

（２）子育て支援の充実 

（３）育児・介護休業制度の普及・充実 

課題４  

働く場において男女格差が

ある 

4 働く場における男女共同参画の促進 

【女性活躍推進計画] 

（１）雇用機会の拡大と待遇確保の促進 

（２）女性の就業・起業への支援 

Ⅱ 
誰もが安心して
暮らせる社会づ
くり 

課題５  

健康支援と男女共同参画視

点に立った防災対策の充実

が必要 

１ 生涯を通じた健康・生きがいづくりの支援

と安心できる生活環境の整備 

（１）健康の確保と生きがいづくりの推進 

（２）防犯、防災・災害復興体制の整備 

課題６  

ＤＶの理解度が低い/被害

を受けても相談しない人が多

い 

２ 暴力を許さない安心して生活できる環境

の整備 

【DV対策基本計画】 

（１）啓発・教育の推進 

（２）相談体制の周知と連携強化 

（３）安全の保障と自立に向けた支援 

課題７  

困難な問題を抱える女性

の増加 

3 困難な問題を抱える人に対する支援 

【困難な問題を抱える女性支援基本計

画】 

（１）ひとり親家庭に対する支援 

（２）相談体制の充実 

（３）困難を抱える人に対する生活支援や自立支援 

課題８  

性的少数者に対する偏見や

差別による生活のしづらさ 

4 性の多様性の理解促進と性的少数者に

対する支援 

（１）性の多様性を認め合える学習機会の充実 

（２）相談体制の充実 

（３）性の多様性を尊重する環境の整備 

Ⅲ 
男女共同参画
社会への意識づ
くり 

課題９  

あらゆる分野における男女の

不平等感の解消 

１ 男女平等の視点に立つ教育と学習の促

進 

（１）多様な生き方の選択を可能にする学習機会の充実 

（２）メディアにおける人権尊重教育の推進 

課題10  

固定的な性別役割分担意

識が根強く残っている 

２ 市民・事業者・行政の意識改革 

（１）男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進 

（２）男女共同参画に関する調査・研究 

 



•１ 政策・方針決定過程における男女共同参画の拡大

• （１）市政運営における女性参画の推進

• （２）企業・団体などにおける女性参画の推進

•２ 地域社会における男女共同参画の促進

• （１）地域活動の推進

• （２）防災に関する意思決定や現場での女性参画の拡大

•３ 家庭における男女共同参画の促進

• （１）家事・子育て・介護などにおける男女共同参画の促進

• （２）子育て支援の充実

• （３）育児・介護休業制度の普及・充実

•４ 働く場における男女共同参画の促進（女性活躍推進計画）

• （１）雇用機会の拡大と待遇確保の促進

• （２）女性の就業・起業への支援

Ⅰ 男女がともに活躍できる社会づくり

•１ 生涯を通じた健康・生きがいづくりの支援と安心できる生活環境の整
備

• （１）健康の確保と生きがいづくりの推進

• （２）防犯、防災・災害復興体制の整備

•２ 暴力を許さない安心して生活できる環境の整備

• （DV対策基本計画）

• （１）啓発・教育の推進

• （２）相談体制の周知と連携強化

• （３）安全の保障と自立に向けた支援

•３ 困難な問題を抱える人に対する支援

• （困難な問題を抱える女性支援基本計画）

• （１）ひとり親家庭に対する支援

• （２）相談体制の充実

• （３）困難を抱える人に対する生活支援や自立支援

•４ 性の多様性の理解促進と性的少数者に対する支援

• （１）性の多様性を認め合える学習機会の充実

• （２）相談体制の充実

• （３）性の多様性を尊重する環境の整備

Ⅱ 誰もが安心して暮らせる社会づくり

•１ 男女平等の視点に立つ教育と学習の促進

• （１）多様な生き方の選択を可能にする学習機会の充実

• （２）メディアにおける人権尊重教育の推進

•２ 市民・事業者・行政の意識改革

• （１）男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進

• （２）男女共同参画に関する調査・研究

Ⅲ 男女共同参画社会への意識づくり

•

•１ 男女平等の視点に立つ教育と学習の促進

• （１）多様な生き方の選択を可能にする教育・学習の充実

• （２）メディアにおける人権尊重の教育

•２ 市民・事業者・行政の意識改革

• （１）男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進

Ⅰ 男女共同参画への意識づくり

•

•１ 政策・方針決定過程における男女共同参画の拡大

• （１）市政運営における女性の参画促進

• （２）企業・団体などにおける女性の参画促進

•２ 地域社会における男女共同参画の促進

• （１）地域活動の推進

• （２）男女共同参画の視点を取り入れた防犯、防災・災害復興体制の
整備

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の促進

•

•１ 男性中心型労働慣行の見直しとワーク・ライフ・バランスの促進

• （１）家事・子育て・介護などにおける男女共同参画の促進

• （２）子育て支援の充実

• （３）育児・介護休業制度の普及・充実

•２ 働く場における男女共同参画の促進

• （１）雇用機会の拡大と待遇確保の促進

• （２）女性の就業・起業への支援

Ⅲ 働く場における男女共同参画の促進
（女性活躍推進計画）

•１ 生涯を通じて健康で自立した豊かな生活を営むための支援

• （１）生涯にわたる健康の確保

• （２）様々な困難を抱える男女の生活の安定と自立支援

• （３）趣味・生きがい・健康づくりの振興

•２ 暴力を許さない安心して生活できる社会づくり （DV対策基本計画）

• （１）啓発・教育の推進

• （２）相談体制の整備と連携強化

• （３）安全の保障と自立に向けた支援

•

Ⅳ ともに生きる社会環境整備

 

 

 

 

 

 

 

第 4次かかみがはら男女共同参画プラン（令和 2年度～6年度） 第 5次かがみはら男女共同参画プラン（令和 7年度～11年度） 
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